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平成 22 年  7 月 8 日 

各      位 

会 社 名  株式会社ジャムコ 

代表者名  代表取締役社長 寺田 修 

（コード番号  7408  東証第 2 部） 

問合せ先  代表取締役副社長 船橋 讓  

（TEL． 0422 － 31 － 6112   ） 

 

業務改善勧告に対する改善措置について 

 

先般、弊社航空機整備カンパニーにおいて、国土交通大臣から認可を受けた認定事業場の業務の中

で、航空機使用者の整備要綱に指定された検査が実施されていない事実が判明し、お客様に多大な迷

惑をおかけするとともに、認定事業場の業務規程に違反したとして、東京航空局長より「認定事業場

に対する業務改善勧告」を受けました。 

不具合に至った原因及び背景の調査、並びに再発防止策をとりまとめ、平成 22年 7 月 7日付で当局

に対して業務改善勧告に対する報告書を提出しましたので、その要旨をご報告致します。 

お客さま、投資者の皆様にご心配をお掛けしたことについて深くお詫び致します。また、この反省

にたって、経営はもとより全社一丸となって業務改善を図って参る所存です。 

 

１．業務改善勧告の概要等 

業務改善勧告の概要等については、以下の文書を参照下さい。 

（１）平成 22 年 6 月 23 日付 国土交通省東京航空局発行 

「㈱ジャムコに対する業務改善勧告について」 

http://www.cab.mlit.go.jp/tcab/media_release/20100623.pdf 

（２）平成 22 年 6 月 23 日付 ㈱ジャムコ発行 

「行政処分に関するお知らせ」 

http://www.jamco.co.jp/j/j-ir/sonota-kaiji/penalty20100623.pdf 

 

２．原因調査 

同一顧客の機体において、この１年間に発生した 3 件の不具合事象の原因調査結果は次のとお

りです。 

（１）平成 21 年 6 月及び平成 22 年 6月に判明した 2件の不具合事象 

顧客の整備要綱の変更に伴い、関連の弊社社内文書を改訂しましたが、時間や期間によ

り定期的な作業・検査が要求されている整備項目の一部が社内文書に反映されなかったた

めに、現場に対する作業指示が発せられなかったものです。 

（２）平成 22 年 2 月に判明した不具合事象 

一定の時間間隔で整備が要求されているエンジン補機について、時間管理を行う電算シ

ステムへ時間情報を入力する際、勘違いにより誤ったデータを入力したことにより、所定

の使用時限を超えて運用されたものです。 
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３．是正措置 

３－１．作業指示の適切性に係る緊急点検 

（１）即時措置 

前述の 3件の不具合に係る顧客、及び同じく時間管理業務を弊社で実施している顧客に

係る業務について再点検を行い、作業及び検査項目に漏れの無いことを確認しました。 

（２）平成 22 年 8 月 31 日までに実施する措置 

航空機整備カンパニーの全ての工場において、認定事業場認定品目に係る技術資料適用

評価の実施結果を再点検し、メーカーマニュアル、顧客整備要綱等の最新版によって社内

関係文書が作成されていることを確認します。更に、現在作業中のもの及び継続受注品に

ついては、要求された実施事項が社内関係文書に漏れなく反映されていることを確認しま

す。（その他は受注の都度、確認します。） 

３－２．適切に作業指示が行われる仕組みの構築 

（１）即時措置 

メーカーマニュアル、顧客整備要綱等を社内文書に反映するための仕組みが社内規程に

定められていることを確認しました。 

（２）平成 22 年 8 月 31 日までに実施する措置 

①弊社において時間管理業務を行う機体の社内関連文書について、メーカーマニュアル、

顧客整備要綱等の改訂時における管理方法を見直し、その内容を社内規程に反映します。 

②社内文書、時間管理を行う電算システム上のデータの表記や構成を見直し、データ照合

作業におけるエラーを防止します。 

③メーカー及び顧客等の指定する方法等に従って適切に現場へ作業指示が行われる仕組

みを認定事業場業務規程に反映します。 

（３）その他 

①平成 22年 6 月 24 日に当局による該当工場への立入検査を受け、その指摘事項について

平成 22 年 7月 1日付で当局に対して、原因及び是正対策を報告しました。 

②是正処置完了後、弊社品質保証部が、関係工場に対し臨時監査を実施し、品質マネジメ

ントシステムの有効性、及び是正処置の完了状況並びにその適切性の確認を行います。 

 

以上 


